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〇 業務継続計画（ＢＣＰ）の基礎知識
１．業務継続計画（BCP）とは
２．障害福祉サービス事業所等における業務継続計画（BCP）の必要性
３．障害福祉サービス事業者に求められる役割
４，業務継続計画（BCP）導入のイメージ

〇 業務継続計画（BCP）の作成ポイント
１，自然災害（地震:水害時）のフローチャート
２ 自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（共通事項：抜粋）
①リスクの把握と被害想定
②優先業務の選定（優先する事業：優先する業務）

＜休憩１０分＞
・自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（通所系・固有事項）
・自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（訪問系・固有事項）
・自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（相談支援系・固有事項）
③平常時の対応（電気・ガス・水道・通信・システムなどライフライン）
④緊急時の対応（職員参集基準・避難判断基準・重要業務の継続）

〇 業務継続計画（BCP）とPDCAサイクル（改善のためのサイクル）

本日の主な内容
2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会



ＢＣＰ： Business Continuity Plan（業務継続計画）
（ビジネス・コンティニュイティ・プラン）

⚫大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、
大事故、サプライチェーン（供給網）の途絶、突発的な
経営環境の変化など不測の事態が発生しても

「重要業務」を中断させない！

⚫または、中断しても可能な限り短い時間で復旧させるた
めの「方針、体制、手順など」を示した計画

「業務継続計画（ＢＣＰ）」 が重要です。

業務継続計画（BCP）とは
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ＢＣＰ： Business Continuity Plan（業務継続計画）
（ビジネス・コンティニュイティ・プラン）

◆ 障害福祉サービス事業所等では災害が発生した場合、一般に「建物設備の
損壊」「社会インフラの停止」「災害時対応業務の発生による⼈手不⾜」などに
より、「利⽤者へのサービス提供」が困難になると考えられています。

◆ 一方、利⽤者の多くは⽇常生活・健康管理、さらには生命維持の大部分を障

害福祉サービス事業所等の提供するサービス に依存しており、サービス提供
が困難になることは「利⽤者の生活・健康・生命」の支障に直結します。

◆ 他業種よりも障害福祉サービス等はサービス提供の維持・継続の必要性が
高く、 「重要業務を継続的に提供できる体制」を構築することが求められます。

障害福祉サービス事業所等における（BCP）の必要性

※ 2021年の「報酬改定」では「感染症や災害が発生した場合」であっても、必要な福祉サービ
スが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象
に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や研修の実施、訓練の実施等を義務
付けることとされました。

【省令改正】 （※令和6年3月31日まで努力義務：４月１日より義務化）
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◆利⽤者の安全確保
障害福祉サービスの利⽤者の中には、相対的に体⼒が弱い障害者もいます。自然災害が
発生した場合、深刻な⼈的被害 が生じる危険性があるため、「利⽤者の安全を確保するこ
と」が最大の役割です。そのため、「利⽤者の安全を守るための対策」が何よりも重要とな

ります。
◆サービスの継続
障害福祉サービス事業者は、利⽤者の健康・身体・生命を守るための必要不可欠な責任を

担っています。したがって、入所・ 入居系サービスにおいては自然災害発生時にも業務を
継続できるよう事前の準備を入念に進めることが必要です。入所・入居系サービスは利⽤

者に対して「生活の場」を提供しており、たとえ地震等で施設が被災したとしても、サービス
の提供を中断するこ とはできないと考え、被災時に最低限のサービスを提供し続けられる
よう、自⼒でサービスを提供する場合と他へ避難する場合の双方について事前の検討や
準備を進めることが必要となります。 また、通所事業所や訪問事業所においても極⼒業務

を継続できるよう努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合で
も、利⽤者への影響を極⼒抑えるよう事前の検討を進めることが肝要です。

◆職員の安全確保
自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、⻑時間勤務や精神的打撃など職
員の労働環境が過酷にあることが懸念されます。したがって、労働契約法第 5 条（使⽤者

の安全配慮義務）の観点からも、「職員の過重労働やメンタルヘルス対応の適切な措置」を
講じることが使⽤者の責務となります。

障害福祉サービス事業者に求められる役割
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業務継続計画（BCP）導入のイメージ

事業所が大地震・水害などの緊急事態に遭遇すると操業率が大きく落ちます。
（図：参照）何も備えを行っていない事業所では、事業の復旧が大きく遅れて事業
の縮小を余儀なくされたり、復旧できずに廃業に追い込まれたりするおそれがあり

ます。事前対策（平常時対応）や危機管理（緊急時対応）が重要です。（BCP）

平
常
時
対
応

危機管理
（緊急時対応）

リスクマネジメント

（BCP）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



業務継続計画（BCP）の内容・概要

避難確保計画の策定に準拠する

平常時 緊急時

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

特定相談支援サービス固有事項

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

業務継続計画（BCP）の作成ポイント
１，複数の施設・事業所を持つ法人では、
法人本部としてのBCPも別途作成することが望まれます。
（１）法人本部のBCPと施設・事業所単位のBCPは連動していること
（２）法人本部は各事業所と連携しながらBCPを作成すること

➢ 「ひな形」などを有効に活用して、事業所の実情に合った「事業継続計画（BCP）」
を作成する。

訪問系 通所系 入所系

他施設との連携

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）

相談系
BCP



兵庫県CG重ねるハザードマップ：（参考）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

印刷

土砂災害/高潮（重ねるハザード）
重ねるハザードマップ： 住所・・・・・・・

三

使い方住所

令和５年度にリニューアルされました。



兵庫県CG重ねるハザードマップ：印刷

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

◆ 施設・事業所が所在する
自治体などのハザードマップ
などを貼り付ける。

◆ 自治体などが公表する
ハザードマップなどを確認し
津波・風水害（洪水・高潮）な
ど災害リスクを把握したうえで
施設・事業所に応じた対策を
検討する。

○



震度 兵庫県市町名（阪神省く）

７ 洲本市、南あわじ市

６強 姫路市、加古川市、高砂市、淡路市、たつの市、加古郡播磨町、

６弱 相生市、赤穂市、小野市、三木市、加東市、加古郡稲美町、揖保郡太
子町、

５強 豊岡市、西脇市、篠山市、養父市、
丹波市、朝来市、宍粟市、神崎郡市川町、
神崎郡福崎町、神崎郡神河町、赤穂郡上郡町、
佐用郡佐用町、美方郡香美町、多可郡多可町、

５弱 美方郡新温泉町、

南海トラフ震源分布と震度（兵庫県）

地震調査研究推進本部

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会



地震調査研究推進本部

・山崎断層帯主部（北西部）は今後３
０年の間に地震が発生する確率が
我が国の主な活断層の中ではやや
高いグループに属することになりま
す。

・山崎断層帯主部（北西部）では、Ｍ
７．７程度の地震が発生する可能性
があり、そのときの左横ずれ量は２
～５ｍ程度となる可能性があります。

・姫路市周辺の平野部などでは震度
６強の大変強い揺れが予測されます。
平野や盆地は地盤が弱く、揺れや
すいため、断層帯から離れていても
揺れが大きくなりますので、注意が
必要です。

山崎断層帯震源分布と震度（兵庫県）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会



自然災害 災害リスクと被害想定（事象・脆弱性・影響）

地震災害
（津波）

◼ 被害想定
① 事象（災害リスク）
・南海トラフ巨大地震や山崎断層帯地震が発生した場合、震度６強の揺れが想定
② 脆弱性（課題）
・転倒防止等対策が行われていない
・非常時における電源の確保策を行っていない
・従業員数に対し、十分な量の物資を備蓄していない
③ 影響（対応策）
・居室の家具、事務室のキャビネットなどの転倒防止
・「電気の確保策」「電気の代替策」などの対応策を講じておく
・被災後最低3日目まで、自力で業務継続するための十分な備蓄を行う

風水害
（洪水・高潮
土砂災害）

◼ 被害想定
① 事象（災害リスク）
・豪雨による洪水や台風などによる高潮が発生した場合、１～3ｍの浸水が想定
② 脆弱性（課題）
・関係者（法人・施設間・利用者家族・職員等）との連携が十分に行われていない
・浸水対策が行われていない
・上下水道の停止に備えた対策が行われていない
③ 影響（対応策）
・関係者（法人・施設間・利用者家族・職員等）との緊急連絡網の整備と訓練
・側溝、排水溝の点検や止水版、土のうの準備
・「飲料水」「生活用水」に分けて、確保策を講じておく

災害リスクと被害想定シート：（例）

中小機構（中小企業庁）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会配布資料：①②⑥参照



確認 脆弱性（課題） 災害種類

在宅・リモートワークで実施できない業務がある 全て

業務スキルを有したメンバーが限られている 全て

業務の実施に当たり多数の人員を必要とする 全て

緊急時に協力先が限られている 全て

緊急時に適切な対応を取れるメンバーが限られている 全て

関係者（法人・施設間等）との連携が十分に行われていない 全て

関係機関・団体（行政・医療・他施設・自治会・ボランティアなど）
連携が十分に行われていない

全て

災害時対応体制（連絡体制等）が構築されていない 全て

確認 脆弱性（課題） 災害種類

従業員数に対し、十分な量の物資を備蓄していない 全て

上下水道の停止に備えた対策が行われていない 全て

出火する可能性のある電気設備に対し、出火防止の対策が行われていない 全て

非常時における電源の確保策を行っていない 全て

予測される震度に対し、建物の耐震対策が行われていない 地震

地震 予測される震度に対し、設備の耐震対策が行われていない 地震

ガラスの破損に備えた対策が行われていない 地震

照明、天井の落下に備えた対策が行われていない 地震

高所からの重量物落下に対して対策が行われていない 地震

浸水対策が行われていない 水害

浸水想定より低い位置に物品が保管されている 水害

転倒防止等対策が行われていない 地震

ガス供給の停止に対する対策が行われていない 全て

脆弱性（課題）チェック表
＜ヒトに関する脆弱性（課題）＞（例）

＜モノに関する脆弱性（課題）＞（例）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会配布資料：②



★事業が一つしかない場合は、この項目は不要。
なお、訪問系で複数の事業を実施している場合等は、どの事業を優先するかについてあらかじめ決
めておく。

＜優先する事業＞
（１）入所系事業
（２）訪問看護事業
（３）
＜当座停止する事業＞
（１）通所介護事業
（２）通所リハビリテーション
（３）

◆ 優先業務の選定
① 優先する事業
複数の事業を運営する施設・事業所では、どの事業（入所、通所、訪問等）を優先するか
（どの事業を縮小・休止するか）を法人本部とも連携して決めておく。

①で記載した優先する事業のうち、優先する具体的な業務と
必要な職員数について、あらかじめ決めておく。

優先業務 必要な職員数
朝 昼 夕 夜間

食事介助 ● 人 ● 人 ● 人 ● 人
排泄介助 ● 人 ● 人 ● 人 ● 人
与薬介助 ● 人 ● 人 ● 人 ● 人
・・・・ 人 人 人 人
・・・・ 人 人 人 人

② 優先する業務
上記優先する事業のうち、優先する業務を選定する。

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会ひな形補足８

補足資料が必要です。



対象業務 継続・縮小の考え方 備蓄可能な資源

・食事
・水分補給
・排泄
・入浴

・調理

・食事・水分補給は出来る限り通常通り実施する。
・排泄は職員の参集状況によって対応が異なる。おむつ着用、あるいは
陰部洗浄をしないなどの簡易対応も検討する。
・入浴は被災後3日間は実施せず、ウエットティッシュによる清拭などで
代替する。寒冷地や冬季では、ウエットティッシュを加温するか、加温し
たタオルで対応する。
・基本的な間接介助業務は、必要な業務に限定し、様々な形態のきざ
み食、流動食などを備蓄食料を活用して調理する。
・ライフラインの停止時は、基本的には備蓄食料を活用する。
・ガスが停止した場合にも暖かい食事が提供できるよう、薪やカセットコ
ンロの備蓄をする。

・飲料水、洗浄用水
・排泄用の水タンク
・非常食
・紙おむつ
・ポータブルトイレ
・使い捨て食器、サランラップ
・ウエットティッシュ
・カセットコンロ、ボンベ（ウエット
ティッシュ・タオル・非常食等の加
温用）

対象業務 継続・縮小の考え方 備蓄可能な資源

・離床
・更衣
・移動
・体位変換
・徘徊者対応

・体位変換は利用者の生命の維持に不可欠であるため、継続して実施
する。停電によりエアーマットが使用できない場合は簡易式のエアー
マット、褥瘡予防用のマットなどで代替し、体位変換の頻度の低い利用
者について人手で対応する。（そのため、職員が対応する頻度と負担が
増える）
・離床・更衣・移動は、職員の参集状況などを考慮して対応を検討する。
離床の回数を減らす、移動の対象者を限定する、更衣は汚れた場合に
のみ対応することなどで、作業の簡易化を図る。
・認知症などの徘徊者対応は、該当する利用者の人数・施設の方針な
どにもとづいて対応を検討する必要があるが、職員のいるところで見守
り対応などを実施する。

・ポータブル自家発電機
・褥瘡予防用マット（電気を使用し
ないもの）

重要業務（支援に関する考え方）：参考
① 基本的な業務

② 移動に関する業務

BCP指導者養成（厚労省）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会配布資料③参照



対象業務 継続・縮小の考え方 備蓄可能な資源

・栄養管理
・健康管理
・相談・助言
・温度管理
・体温測定
・血圧測定

・健康管理等に関する業務は、利用者の生命・生活の維持にとって重要
であり、優先的に実施する。ただし、被災後3日間という短期間では職員
の参集状況により、栄養管理・相談・助言等を休止することも検討する。
・健康管理は通常通り実施する。心のケアという側面から健康管理を重
視する考え方もあり、施設の方針や職員の参集状況に応じて対応する。
・体温測定・血圧測定は平時から対応が必要な利用者は継続して実施
する。

・冷暖房器具（電力を使用しない
もの）
・施設管理マニュアル等
・血圧測定器（電気を使用しない
もの）

対象業務 継続・縮小の考え方 備蓄可能な資源

・与薬
・呼吸管理
・褥瘡処置
・吸引・吸痰
・導尿
・経管栄養
・診察

・医療行為に関する業務は、利用者の生命・生活の維持に不可欠であ
り、全て最優先で実施する。
・応援体制も含め、看護職の確保に全力をあげる。
・介護職が対応することが認められた医療行為については、できるだけ
介護職が対応する。

・ポータブル自家発電機
・洗浄用水
・導尿用具
・経管栄養剤、ホース等

重要業務（支援に関する考え方）：参考
③ 健康管理等に関する業務

④ 医療行為に関する業務

BCP指導者養成（厚労省）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会配布資料③参照



分類 中分類 業務 継続・縮小 考え方

管理業
務

－ ケアプラン作成 ×
Ａ４用紙1枚に、名前、年齢、ケアや医療行為のポイント
を記述したカードがあればよい

－ 重要書類管理 ◎ 行政関係、本人との契約書、ケア記録

－ 情報システム管理 ×

－ 問い合わせ対応 ◎ 行政、家族、医療、地域関係者への問合せ対応

経理業
務

－ 介護保険請求 × 後で請求可能

－ 給与計算 × 概算払いをして、後で対応可能

－ 納入業者支払い × 概算払いをして、後で対応可能

施設管
理

設備機器
等の保
守・点検
に関する
業務

電気設備 ◎ 非常用電源の稼動

上下水設備 ○ 復旧後に係る準備（目視で上下水道管の破損点検）

ガス設備 ○
復旧後に係る準備（ガス漏れがないかの一次点検。ガス
開通前に専門的点検必要）

ボイラー運転 × 電源、冷却水が必要。事業者への対応依頼

医療機器 ◎

消耗品・燃料等の
在庫管理・発注

◎

改修・修繕業務 ×

⑤ 管理部門の業務

重要業務（管理に関する考え方）：参考

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会配布資料③参照



重要業務（支援における優先業務の実施必要性）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会配布資料③



2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

重要業務（支援における優先業務の選定：記載例）

配布資料④:様式７参照



１０分

コーヒーブレイク

➢ BCP作成のポイント
（続く）

2023姫路市障害者福祉施設 BCP策定研修会



【平時からの対応】

【災害が予想される場合の対応】

【災害発生時の対応】

通所サービス固有事項（訪問・相談支援：共通）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会（ひな形）

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



【平時からの対応】
◆サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の
連絡先や連絡手段（固定電話、携帯電話、メール等）を把握しておくことが望ましい。
◆特定相談支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等を整理しておく。
◆平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行
政、自治会、職能・事業所 団体等）と良好な関係を作るよう工夫することも望まれる。
【災害が予想される場合の対応】
◆台風などで甚大な被害が予想される場合は、サービスの休止・縮小をされることを
想定し、あらかじめその基準を定めておく。特定相談支援事業所にも情報共有の上、
利用者やその家族にも説明する。 必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。
【災害発生時の対応】
◆サービス提供を長期間休止する場合は、特定相談支援事業所と連携し、必要に応
じて他事業所の訪問サービス等への変更を検討する。
◆利用中に被災した場合は、利用者の安否確認後、緊急連絡先を活用し、利用者家
族への安否状況の連絡を行う。利用者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、順
次利用者の帰宅を支援する。その際、送迎車の利用が困難な場合も考慮して、手段
を検討する。帰宅にあたって、利用者家族の協力も得る。関係機関とも連携しながら
事業所での宿泊や近くの避難所への移送等で対応する。
◆被災により一時的に事業所が使用できない場合は、利用者宅を訪問するなど代替
サービスの提供を検討する。

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（通所系）

（記載例）

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



【平時からの対応】
◆サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の
連絡先や連絡手段（固定電話、携帯電話、メール等）を把握しておくことが望ましい。 
◆特定相談支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等を検討しておく。 
◆発災時に、職員は利用者宅を訪問中または移動中であることも想定し、対応中の
利⽤者への支援手順や、移動中の場合における対応方法をあらかじめ検討しておく。 

◆避難先においてサービスを提供することも想定され、平常時から地域の避難方法や
避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所団体
等）と良好な関係を作るよう工夫することも望まれる。 
【災害が予想される場合の対応】 
◆台風などで甚大な被害が予想される場合などは、サービスの休止・縮小を想定し、
その基準を定めておくとともに、特定相談支援事業所にも情報共有の上、利用者やそ
の家族にも説明する。その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。 
【災害発生時の対応】 
◆サービス提供を長期間休止する場合は、特定相談支援事業所と連携し、必要に応
じて他事業所の訪問サービス等への変更を検討する。 
◆あらかじめ検討した対応方法に基づき、利⽤者への安否確認等や、利用者宅を訪

問中または移動中の場合の対応を行う。 
◆特定相談支援事業所や地域の関係機関と連携の上、可能な場合には、避難先に
おいてサービスを提供する。

自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（訪問系）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会（記載例）

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（相談支援）

【平時からの対応】
◆災害発生時、優先的に安否確認が必要な利用者について、あらかじめ検討の上、
利⽤者台帳等において、その情報がわかるようにしておくこと。（適宜更新する）

◆緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段（固定電話、携帯電話、
メール等）を把握しておくこ とが望ましい。
◆平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、他の相談支援事業
所、障害福祉サービス事業所等、地域の関係機関と事前に検討・調整する。
◆避難先において、薬情報が参照できるよう、利用者に対し、おくすり手帳の持参指
導を⾏うことが望ましい。

◆市町村と連携し、災害時避難行動要支援者である利用者の把握に努めること。
個別避難計画、サービス等利用計画や利用者台帳間の情報連携を適切に図ること。
【災害が予想される場合の対応】
◆訪問系サービスや通所系サービス、居住系サービスについて、サービスの休止・縮
小を想定し、利用者が利用する各事業所が定める基準について、事前に情報共有し、
把握しておくこと。その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。
◆また、自サービスについても、台風などで甚大な被害が予想される場合などにおい
ては、休止・縮小を余儀なくされる ことを想定し、その際の対応方法を定めておくととも
に、他の相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等、地域の関係機関に共有の上、
利⽤者やその家族にも説明する。

（記載例）①

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



【災害発生時の対応】
◆災害発生時で、事業が継続できる場合には、可能な範囲で、個別訪問等による早
期の状態把握を通じ、障害福祉サービス等の実施状況の把握を行い、被災生活によ
り状態の悪化が懸念される利用者に対して、必要な支援が提供されるよう、障害福祉
サービス事業所等、地域の関係機関との連絡調整等を行う。
（例）通所系・訪問系サービスについて、必要に応じて他事業所の通所系サービスや、
訪問系サービス等への変更を検討する。
◆避難先においてサービス提供が必要な場合も想定され、居宅サービス事業所、地
域の関係機関と連携しな がら、利用者の状況に応じて、必要なサービスが提供される
よう調整を行う。
◆災害発生時で事業が継続できない場合には、市町村、他の相談支援事業所、障害
福祉サービス事業所等、地域の関係機関と事前に検討・調整した対応を行う。

自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（相談支援）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）

（記載例）②



（対 応 策）

平常時の対応策（ライフライン等）：参考

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



・首都直下地震による復旧目標日数（内閣府）

【電気】6日程度
【水道】30日程度
【ガス】55日程度
・西日本豪雨の場合での復旧（2018年7月8日）
【電気】1週間程度
【水道】3週間程度
【ガス】5日後
・熊本地震の場合での復旧（2016年4月14日）
【電気】1週間
【水道】1週間で大きく改善後、緩やかに改善
【ガス】2週間

➢ 注意したいのが水道です。大規模な地震が発生した場合、
➢ 水道の復旧には１～3週間程度はかかってしまうようです。
➢ 人間にとって、水は必要不可欠なもので、人間のからだの約６０％は水分です。
厚生労働省が提唱する成人の1日に必要な水分摂取量は２.５ℓ（内：飲料水は１.２ℓ）です。

➢ 必要水分量は年齢や体重で異なります。（体重(kg)×年齢別必要量(ml)＝必要水分量）
（例えば、年齢が60歳で体重60kgの場合の必要水分量は1.8Lです。）

➢ 大震災を想定するのであれば、飲料水は1週間分程度は用意しておきたいところです。

平常時の対応策（ライフライン等）：参考
～ライフラインの復旧は「電気 → 水道 → ガス」の順番？～

日本気象協会・NHK・内閣府・厚労省

【年齢別必要量】
30歳未満・・・40ml
30～55歳・・・35ml
56歳以上・・・30ml

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会



電気が止まった場合の対策（平常時）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）

配布資料④:補足10：⑤参照



ガスが止まった場合の対策（平常時）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）

配布資料④:補足10：⑤参照



水道が止まった場合の対策（平常時）

配布資料④:補足10：⑤参照 2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



通信が麻痺した場合の対策（平常時）

配布資料④:補足10参照 2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



システムが停止した場合の対策（平常時）

配布資料④:補足10参照 2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



ライフラインの停止と対応策（事例）

配布資料⑤ 2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

＜事例＞能登半島地震被害状況（１月１６日現）
石川県内市町村のほぼ全域で断水が続いている。
障害者関係施設の被害では、県内３００近い施設が一部損壊、
停電が報告されているが、全施設共通して断水している。
時時刻刻（朝日新聞）によれば、「電気とガスは使えるが断水
が続く。」「給水車が間に合っていない。バケツで雨水を集めた
り、近くの川から水をくんだりして汚水を流すのに使っている」
施設がある。「貯水槽の水があと３日で底をつく。」「１５０人分
の米を炊くと、水が足りない」などの訴えがあった。



緊急時の対応策（職員参集基準等）：参考
避難確保計画の策定に準拠する

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）



職員の参集基準（緊急時の対応）

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）

＜事例：参照＞



配備体制区分
(参集基準･警戒レベル)

配備基準
（参集基準）

対象職員
（参集要員)

注意配備体制

（注意参集･警戒レベル2）

・地域に大雨、洪水、暴風雪、高
潮注意報が１以上発表されたとき
・警報級の可能性があるとき
・氾濫注意情報が発表された場合

・総括責任者は自宅で待機し、常
に出勤できるようにすること
・情報収集伝達班長も同様に待機

警戒配備体制

（警戒参集･警戒レベル３）

・地域に大雨（土砂災害）、洪水、
暴風、暴風雪、高潮警報が１以上
発表されたとき
・地域に災害の前兆現象が発生し
た場合（自主避難を判断したとき）
・氾濫警戒情報が発表された場合

・総括責任者及び○○班の班長は
施設へ出勤すること
・その他の職員は自宅で待機し、
常に出勤できるようにすること(状
況により非常参集する場合がある

災害対策本部体制

（非常参集･警戒レベル４）

・「高齢者等避難」「避難指示」が発
令された場合
・土砂災害警戒情報が発表された
場合
・氾濫危険情報が発表された場合

・総括責任者及び○○班の班長は
施設へ出勤すること
・その他の職員は、家族等の安全
が確保され次第参集すること
(参集できない場合は連絡をする)

・警戒レベル２、警戒レベル３、警戒レベル４、での 参集範囲や連絡方法（自主・自動等）を定
め、迅速に対応するための体制を整備しておく。
・また夜間の当直者（責任者）が、河川の氾濫の前兆現象や停電等を確認した際には、迅速に
対応するための連絡方法等の体制を整備しておく。

夜間等に災害発生時の参集基準（洪水･高潮・土砂）

＜事例＞

＊施設の規模や職員数、利用者数等を踏まえ、施設の実情に応じた参集基準の作成をする。

2023姫路市障害者福祉施設 BCP策定研修会



体制区分 避難の判断基準 活動内容
（避難誘導等)

要員体制
（参集基準)

注意体制
（注意参集）

･警戒レベル２

・地域に大雨、洪水、暴風雪、
高潮注意報が１以上発表され
たとき
・警報級の可能性があるとき
・○○川（○○地点）

氾濫注意情報発表

・洪水予報等の情報収集
及び警報級の可能性の
把握

・総括責任者は自宅で待機
し、常に出勤できるようにす
ること(情報収集)

・情報収集伝達班長も同様
に待機（情報収集）

警戒体制
（警戒参集）

・警戒レベル３

・地域に大雨（土砂災害）、洪
水、暴風、暴風雪、高潮警報
が１以上発表されたとき
・地域に災害の前兆現象が発
生（自主避難を判断したとき）
・○○川（○○地点）

氾濫警戒情報発表

・洪水予報等の情報収集
・使用する資器材の準備
・保護者への事前連絡
（利用者の引継ぎ連絡）
（通所施設の休業判断）
・要配慮者の避難準備又
は状況により自主避難の
開始

・総括責任者及び○○班の
班長は施設へ出勤すること

・その他の職員は自宅で待
機し、常に出勤できるように
すること
・状況により非常参集する場
合がある

非常体制
（非常参集）

・警戒レベル４

・「高齢者等避難」、「避難指
示」が発令された場合
・土砂災害警戒情報が発表さ
れた場合
・○○川（○○地点）

氾濫危険情報発表

・要配慮者の避難誘導開
始（上層階への誘導）
・施設内全体の避難誘導
・施設外避難誘導開始
（平屋建施設等）

・総括責任者及び○○班の
班長は施設へ出勤すること
・その他の職員は、家族等
の安全が確保され次第参集
すること
(参集できない場合は連絡を
する)

＊判断基準は、活動内容、従業員数、利用者数等を踏まえ、施設の実情に応じて設定する。

【避難をする時期（判断基準）及び活動内容（避難誘導等）】

＜事例＞ 2023姫路市障害者福祉施設 BCP策定研修会



重要業務の継続（緊急時の対応）

2023姫路市障害者福祉施設 BCP策定研修会

障害施設のBCP作成ガイドライン（厚労省）

配布資料④:補足1３参照



2023姫路市障害者福祉施設 BCP策定研修会配布資料④:補足1３参照



BCP

業務継続

計画

Plan

計画の策定

Do

対応策の

実施

Check

進捗の確認

Action

計画の

修正

業務継続計画（BCP）の検証・見直し

PDCAサイクル

改善に向けた
サイクル

2023姫路市障害福祉サービス BCP研修会

➢ 「ひな形」などを有効に活用して、事業所の実情に合った「事業継続計（BCP）」を策定する。



出典：厚労省：国交省・内閣府・気象庁･兵庫県･地震調査研究推進本部・その他

業務継続計画（BCP）は平常時にこそ準備を進める

2023姫路市障害者福祉施設 BCP策定研修会
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